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の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

人
事
異
動
等
に
よ
っ
て
各
事
務

部
局
の
定
数
内
訳
を
変
更
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
滝
沢
村
職
員
定
数
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
27
号  

滝
沢
村
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を
改

め
る
こ
と
に
伴
い
、
滝
沢
村
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
28
号  

滝
沢
村
道
路
占
用
料
徴

収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に

つ
い
て

内
容  

道
路
法
施
行
令（
昭
和
27
年
政

令
第
４
７
９
号
）が
一
部
改
正
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
滝
沢
村
道
路
占
用
料
徴

収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
29
号  

滝
沢
村
乳
幼
児
、
妊
産

婦
及
び
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
給

付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に

つ
い
て

内
容  

乳
幼
児
医
療
費
給
付
に
お
け
る

受
給
者
の
所
得
制
限
を
撤
廃
す
る
こ

と
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
17

年
法
律
第
１
２
３
号
）が
一
部
改
正
さ

れ
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
法
律
名

が「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
滝

沢
村
乳
幼
児
、
妊
産
婦
及
び
重
度
心
身

障
害
者
医
療
費
給
付
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
30
号  

滝
沢
村
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
給
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
17

年
法
律
第
１
２
３
号
）が
一
部
改
正
さ

れ
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
法
律
名

が「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
滝

沢
村
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
給
付
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
31
号  

滝
沢
村
農
業
集
落
配
水

施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と

に
つ
い
て

内
容  

滝
沢
村
下
水
道
条
例（
昭
和
58

年
条
例
第
１
号
）の
改
正
に
伴
い
、
条

文
の
整
合
を
図
る
た
め
、
ま
た
、
使
用

料
の
徴
収
方
法
を
公
共
下
水
道
と
統

一
す
る
こ
と
に
よ
る
条
文
の
整
理
の
た

め
、
滝
沢
村
農
業
集
落
配
水
施
設
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
32
号  

滝
沢
村
長
期
継
続
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
い
て 

内
容  

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
が
で
き
る
契
約
を
追
加
す
る
こ
と
に

伴
い
、
滝
沢
村
長
期
継
続
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
他
の
議
案

議
案
第
33
号  

平
成
24
年
度
村
道
柳
沢

上
郷
２
号
線
外
１
道
路
改
良
舗
装
・

舗
装
補
修
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
に
つ
い
て 

内
容    

・
契
約
の
方
法

　
　
工
事
希
望
型
指
名
競
争
入
札
に

　
　
よ
る
契
約

・
契
約
の
金
額

　
　
６
５
５
７
万
２
５
０
０
円

・
契
約
の
相
手
方

　
　
岩
手
県
盛
岡
市
黒
川
５
地
割
２

　
　
鹿
島
道
路
株
式
会
社
盛
岡
営
業
所

議
案
第
34
号  

雫
石
町
・
滝
沢
村
介
護

認
定
審
査
会
共
同
設
置
規
約
の
一
部

変
更
の
協
議
に
関
し
議
決
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て 

内
容  

介
護
認
定
審
査
会
の
効
率
的
な

運
営
を
目
的
と
し
て
審
査
会
の
委
員

の
定
数
を
16
人
と
す
る
た
め
、
雫
石

町
・
滝
沢
村
介
護
認
定
審
査
会
共
同

設
置
規
約
に
お
い
て
所
要
の
整
備
を

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
35
号  

村
道
路
線
の
認
定
に
関

し
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

内
容  

楢
の
木
12
号
線
外
５
路
線
を
新

規
認
定
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
37
号  

24
災
道
路
災
害
復
旧

（
第
１
７
５
号
、
附
帯
）工
事
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て 

内
容    

・
契
約
の
方
法

　
　
工
事
希
望
型
指
名
競
争
入
札
に

　
　
よ
る
契
約

・
契
約
の
金
額

　
　
５
３
０
１
万
４
５
０
０
円

・
契
約
の
相
手
方

　
　
岩
手
県
岩
手
郡
雫
石
町
下
曽
根

　
　
田
69
番
地

　
　
株
式
会
社
　
中
村
建
設
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第
12
回
25
年
３
月
定
例

会
は
、
４
日
か
ら
22
日
ま

で
の
日
程
で
開
催
さ
れ
、

議
員
提
出
議
案
１
件
、
村

長
提
案
の
一
般
会
計
補
正

予
算
、
条
例
の
制
定
、
一
部

改
正
、
契
約
案
件
な
ど
40

議
案
、
人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
諮
問
、
教
育

委
員
会
委
員
の
同
意
な
ど

を
可
決
し
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
は
、
５
会
派

の
代
表
と
議
員
６
人
の
計

11
人
が
登
壇
し
、
市
制
移

行
、
公
の
施
設
整
備
、
総
合

計
画
な
ど
村
政
各
分
野
に

わ
た
っ
て
、
活
発
な
議
論

を
展
開
し
ま
し
た
。

３月定例会

当
初
予
算

議
案
第
１
号
か
ら
第
10
号

（
Ｐ
８
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

補
正
予
算

議
案
第
11
号
か
ら
第
20
号

（
Ｐ
７
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

主
な
条
例
改
正

議
案
第
21
号  

滝
沢
村
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
に
つ
い
て

内
容  

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
滝
沢
村

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条

例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
22
号  

滝
沢
村
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
施
行
に
よ
り
、
滝
沢

村
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

議
案
第
23
号  

滝
沢
村
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
施
行
に
よ
り
、
滝
沢

村
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並

び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果

的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
24
号  
滝
沢
村
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
施
行
に
よ
り
、
滝
沢

村
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

等
の
指
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
25
号  

滝
沢
村
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
こ
と
に
つ
い
て 

内
容  

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
国
又
は

他
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
派
遣
さ
れ
た

職
員
に
対
し
て
同
法
第
44
条
の
規
定
に

準
じ
て
支
払
う
給
与
に
つ
い
て
所
要
の

整
備
を
行
う
た
め
、
滝
沢
村
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
26
号  

滝
沢
村
職
員
定
数
条
例

　
　
～
審
議
し
た
内
容
～

こ
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
。

※
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基

盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

字
句
の
注
記


